
掲示用 教務部 

気気象象警警報報にに伴伴うう授授業業時時間間等等のの変変更更ににつついいてて  

           【コロナ対応による短縮時程の場合】 

Ⅰ 朝朝６６：：００００の時点で警報※が解除になっている場合 

   →コロナ対応による短縮時程（９：３０ ＳＨＲより開始） 

  解除になっていない場合→自宅待機 

Ⅱ 朝朝８８：：００００の時点で警報※が解除になっている場合 

   →１１：１０ ＳＨＲより開始 

    １１：２０より３，４限目を行い、昼休み後に５，６，（７）限目を行う。

昼食を準備して登校する。 

  解除になっていない場合→自宅待機 

Ⅲ 朝朝１１００：：００００の時点で警報※が解除になっている場合 

 →１３：３０ ＳＨＲより開始 

    １３：４０よりに５，６，（７）限目を行う。 

  解除になっていない場合→１日自宅学習とする。 

〈注意〉 

① 警報※とは、気象庁から品川区・大田区・港区のいずれかに出された大雨・暴風警

報および津波警報と大雪警報を指す。（波浪警報は除く。また、注意報は対象とし

ない。） 

②登校の際は、生徒は安全に気をつけること。 

 


